
第
四
十
八
号
議
案

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
中
「仙

台
市
若
林
区
荒
浜
字
念
仏
田

」
を
「仙

台
市
若
林
区
荒
浜
字
伊
勢
西
,

同
字
一
番
山
，
同
字
四
本
松
，
同
字
西
，
同
字
念
仏
田
及
び
同
字
南
丁

」
に
、「荒

浜
字
伊
勢
西
，
同
字
一
本
杉
東

」
を

「荒
浜
字
一
本
杉
東

」
に
、「同

字
四
本
松
，
同
字
西

」
を
「同

字
北
丁
，
同
字
新
堀
端
，
同
字
神
明
林
，
同
字
中
丁

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

荒
浜
地
区

整
備
計
画

区
域

利
活
用
事

業
地
区

次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
専
ら
そ
の
用
途
に

供
す
る
建
築
物
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
建

築
物
（
令
第
130条

の
5
の
5
各
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
以
外

の
建
築
物

ア
�　
児
童
厚
生
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の

イ
�　
公
衆
浴
場
（
風
営
法
第
2
条
第
6
項

第
1
号
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
も
の
を

除
く
。
）

ウ
�　
体
育
館
，
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
場
（
ゴ

ル
フ
練
習
場
を
除
く
。
）
又
は
遊
技
場

（
風
営
法
第
2
条
第
1
項
第
4
号
及
び

第
5
号
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
も
の
を

除
く
。
）

エ
�　
ピ
ク
ニ
ッ
ク
緑
地
，
キ
ャ
ン
プ
場
，

レ
ジ
ャ
ー
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
管
理
運
営
の
用
に
供
す
る
建

築
物
（
宿
泊
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を

除
く
。
）

オ
�　
農
業
，
林
業
又
は
漁
業
の
用
に
供
す

る
建
築
物

45

9200676
長方形

9200676
長方形



カ
　
農
産
物
，
林
産
物
又
は
水
産
物
の
処

理
，
貯
蔵
又
は
加
工
に
必
要
な
建
築
物

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る

も
の

キ
　
床
面
積
の
合
計
が
150平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
倉
庫
（
倉
庫
業
を
営
む
も
の

を
除
く
。
）

ク
　
店
舗
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用

途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
2,500平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
（
風
営
法
第

2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
，
同

条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
又

は
同
条
第
13項
の
接
客
業
務
受
託
営
業

を
営
む
も
の
及
び
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ケ
　
展
示
場

コ
　
床
面
積
の
合
計
が
250平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
集
会
場
又
は
集
会
所
（
葬
儀

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除

く
。
）

サ
　
津
波
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
23年
法
律
第
77号
）
第
2
条
第

2
号
の
津
波
に
よ
り
浸
水
す
る
と
想
定

さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
一
時
的
な
避
難

場
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
堅
固
な

建
築
物
（
以
下
「
津
波
避
難
施
設
」
と

い
う
。
）

シ
　
動
物
の
運
動
場

ス
　
あ
ず
ま
や

公
共
利
用

地
区

展
示
場
（
専
ら
そ
の
用
途
に
供
す
る
建
築

物
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
建
築
物
（
令
第

130条
の
5
の
5
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
限
る
。
）
以
外
の
建
築
物
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別
表
第
九
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

荒
浜
地
区
計
画
の
区
域
内
の
建
築
物
に
関
す
る
制
限
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域

利
活
用
事
業
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
3
条

津
波
避
難
施
設

第
9
条

公
共
利
用
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
3
条
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